
①
主
な
規
制
対
象（
一
定
規
模
以
上
の
も
の
）

〇
宅
地
を
造
成
す
る
た
め
の
盛
土
・
切
土

〇
残
土
処
分
場
に
お
け
る
盛
土
・
切
土

〇
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
た
め
の
盛

　
土
・
切
土 

他

②
安
全
な
盛
土
な
ど
と
す
る
た
め
の
基
準

　
規
制
区
域
内
で
行
わ
れ
る
盛
土
な
ど
の

許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、
安
全
基
準
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
具
体
的

な
例
は
次
の
通
り
で
す
。

〇
盛
土
内
に
水
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
に
排

　
水
施
設
を
設
置

〇
盛
土
な
ど
が
崩
れ
に
く
く
す
る
た
め
に

　
締
め
固
め
を
実
施

③
許
可
申
請
を
行
う
必
要
の
あ
る
者

　

工
事
主(

盛
土
な
ど
に
関
す
る
工
事
の

請
負
契
約
の
注
文
者
ま
た
は
請
負
契
約
に

よ
ら
な
い
で
自
ら
そ
の
工
事
を
す
る
者)

盛
土
な
ど
を
安
全
に
保
つ
た
め
に

　
規
制
区
域
内
の
盛
土
な
ど
が
行
わ
れ
た

土
地
で
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
盛
土
な
ど

を
含
め
、
土
地
所
有
者
や
管
理
者
、
占
有

者
が
常
に
安
全
な
状
態
を
維
持
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
責
任
は
、
土
地
が
譲
渡
さ
れ
た
場

合
で
も
、
新
た
な
土
地
所
有
者
に
引
き
継

が
れ
ま
す
。
ま
た
、
原
因
行
為
者
に
対
し

て
も
、
是
正
措
置
な
ど
の
命
令
が
発
せ
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

盛
土
な
ど
を
規
制
す
る
目
的

　
「
盛
土
な
ど
」と
は
、
土
地
を
利
用
す
る

た
め
に
、
斜
面
、
低
地
な
ど
に
土
を
切
り

盛
り
す
る
こ
と
で
す
。
例
と
し
て
、
宅
地

の
造
成
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
が
安
全
な
状
態
に
保
た
れ
て
い

な
い
場
合
、
土
砂
災
害
を
引
き
起
こ
す
可

能
性
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
法
律

に
よ
る
基
準
が
設
け
ら
れ
、
危
険
な
盛
土

な
ど
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法(

通

称「
盛
土
規
制
法
」)
と
は

　
令
和
３
年
７
月
に
静
岡
県
熱
海
市
で
発

生
し
た
土
石
流
災
害
な
ど
を
受
け
、
盛
土

な
ど
に
伴
う
災
害
の
防
止
や
災
害
か
ら
人

命
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
令
和
５

年
５
月
に
施
行
さ
れ
た
法
律
で
す
。

　
宅
地
や
農
地
、
森
林
な
ど
の
用
途
に
関

わ
ら
ず
、
危
険
な
盛
土
な
ど
を
規
制
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

規
制
区
域
の
指
定

　

県
内
全
域
が
規
制
区
域
の
対
象
と
な

り
、
４
月
１
日
か
ら
規
制
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
可
児
市
は
全
域
が「
宅
地
造
成
等
工

事
規
制
区
域
」と
な
り
、
盛
土
な
ど
に
関

す
る
許
可
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
宅

地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
と
は
、
市
街
地

や
集
落
、
そ
の
周
辺
な
ど
で
盛
土
が
行
わ

れ
る
と
人
家
に
被
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
区
域
で
す
。

　
規
制
区
域
は
、
県
Ｈ
Ｐ
で
確
認
で
き
ま

す
。

安
全
な
盛
土
な
ど
を
造
る
た
め
に

　

市
内(

規
制
区
域
内)

で
盛
土
な
ど
を
行

う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
県
知
事
の
許
可

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
都
市
計
画

法
に
よ
る
開
発
許
可(

み
な
し
許
可)

の
場

合
は
市
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。

危
険
な
盛
土
な
ど
を
規
制

盛
土
な
ど
に
伴
う
災
害
の
防
止
を
目
的
に
、
危
険
な
盛
土
な
ど
を
規
制
す
る「
宅

地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」の
運
用
が
始
ま
り
ま
す
。
岐
阜
県
で
は
、
県

内
全
域
を
こ
の
法
律
に
基
づ
く
規
制
区
域
に
指
定
し
、
可
児
市
は
４
月
１
日
か

ら
市
全
域
が
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
に
指
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
規
制
に
よ

り
、危
険
な
盛
土
な
ど
に
よ
る
災
害
を
防
ぎ
、安
全
な
土
地
利
用
を
目
指
し
ま
す
。

問 

市
建
築
指
導
課 　
内 

２
２
４
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県
建
築
指
導
課　

 

☎
０
５
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２
７
２
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６
３
１

盛土など
についての
Q&A

Ｑ
．
自
分
の
土
地
が
規
制
区
域
に

入
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き

が
必
要
で
す
か
？

Ａ
．
盛
土
・
切
土
や
擁
壁
な
ど
の
工

事
を
行
わ
な
い
限
り
、
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
盛
土
な

ど
が
行
わ
れ
た
土
地
を
常
時
安
全
な

状
態
に
維
持
す
る
努
力
義
務
が
土
地

所
有
者
な
ど
に
課
せ
ら
れ
ま
す
。
自

分
の
土
地
の
盛
土
な
ど
が
周
囲
に
危

険
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
注
意
が
必
要

で
す
。

Ｑ
．
許
可
を
受
け
た
盛
土
工
事
は
、

ど
の
よ
う
に
見
分
け
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ
．現
場
に
標
識
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
．
土
地
を
買
う
と
き
、
不
動
産
会

社
か
ら
説
明
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
．
規
制
区
域
内
で
不
動
産
取
引
を

行
う
場
合
は
、
重
要
事
項
と
し
て
、

盛
土
規
制
法
に
基
づ
く
制
限
の
内
容

が
説
明
さ
れ
ま
す
。

出典：「盛土規制法パンフレット（事業者用）」国土交通省、農林水産省、林野庁

<一時的な土石の堆積>
例えば…　土石の一時保管所における仮置きなど

要
件

イ
メ
ー
ジ
図

※ 都道府県などの条例により規制対象規模が異なる場合があります。詳細は各都道府県などに確認してください。

⑥最大時に堆積する高さが２m超  
　かつ面積300㎡超となるもの

⑦最大時に堆積する面積が
　 500㎡超となるもの

許可対象となる盛土などの規模 
<土地の形質の変更（盛土・切土）>
例えば…　◯宅地を造成するための盛土・切土　◯残土処分場における盛土・切土　◯太陽光発電施設の設置のための盛土・切土など

要
件

イ
メ
ー
ジ
図

※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外の
ものをいいます。

①盛土で高さが
１m超の崖※

を生ずるもの

④盛土で高さが
　２m超となるもの
　（①、③を除く）

⑤ 盛土または切土をする
土地の面積が 500㎡超と
なるもの（①〜④を除く）

②切土で高さが
２m超の崖※

を生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、
　高さが２m超の崖※を
　生ずるもの（①、②を除く）

静岡県熱海市で発生した土石流災害の様子

出典：「盛土規制法パンフレット（一般用）」
　　   国土交通省、農林水産省、林野庁

盛土・切土のイメージ

県HP
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